
 

議案第３６号 

 

木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び木津川市における介

護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定

員等に関する条例の一部改正について 

 

木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年木津川市条例第４０号）及び木津川

市における介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定

員等に関する条例（平成２５年木津川市条例第２４号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

                木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

提案理由 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和６年厚生

労働省令第４号）」の公布により「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）」等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 



 

 

木津川市条例第   号 

 

木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び木津川市における介

護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定

員等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

（木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年木津川市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１９０条 指定地域密着型サービスに

該当する複合型サービス（法第８条第

２３項第１号に規定するものに限る。

以下この章において「指定看護小規模

多機能型居宅介護」という。）の事業

は、指定居宅サービス等基準条例第６

５条に規定する訪問看護の基本方針及

び第８１条に規定する小規模多機能型

居宅介護の基本方針を踏まえて行うも

のでなければならない。 

第１９０条 指定地域密着型サービスに

該当する複合型サービス（施行規則第

１７条の１２に規定する看護小規模多

機能型居宅介護に限る。以下この章に

おいて「指定看護小規模多機能型居宅

介護」という。）の事業は、指定居宅

サービス等基準条例第６５条に規定す

る訪問看護の基本方針及び第８１条に

規定する小規模多機能型居宅介護の基

本方針を踏まえて行うものでなければ

ならない。 

（木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に



 

係る入所定員等に関する条例の一部改正） 

第２条 木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指

定に係る入所定員等に関する条例（平成２５年木津川市条例第２４号）の一部を次

のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（指定地域密着型サービス事業者の指

定に係る申請者） 

第３条 法第７８条の２第４項第１号の

条例で定める者は、法人又は病床を有

する診療所を開設している者（法第８

条第２３項第１号に規定する複合型サ

ービスに係る指定の申請を行う場合に

限る。）とする。 

（指定地域密着型サービス事業者の指

定に係る申請者） 

第３条 法第７８条の２第４項第１号の

条例で定める者は、法人又は病床を有

する診療所を開設している者（複合型

サービス（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１７条の

１２に規定する看護小規模多機能型居

宅介護に限る。）に係る指定の申請を

行う場合に限る。）とする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


